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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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目

次

告

示

○
特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
施
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…（
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
計
量
検
定
所
検
査
課
）…
�

○
都
営
住
宅
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）…
�

○
都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
使
用
料
等
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
特
定
都
営
住
宅
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
営
改
良
住
宅
及
び
都
営
再
開
発
住
宅
の
使
用
料
の
変
更

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
区
画
数
変
更
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及
び
区
画
数
…
…（
同
）…
�

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
廃

止
…（
福
祉
局
障
害
者
施
策
推
進
部
施
設
サ
ー
ビ
ス
支
援
課
）…
�

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指

定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

告

示
（
選
）

○
不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
��

○
不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指
定
取
消
し
…
…
…
…
…
��

公

告

○
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市
計
画
課
）…
��

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
十
九
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

葛
飾
区

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
五
年
十
一
月
十
日
か
ら
令
和
六
年
一
月
二
十

四
日
ま
で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平

成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。
）

四

検
査
場
所

㈠

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

㈡

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
十
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

千
代
田
区
、
豊
島
区
及
び
葛
飾
区

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
二
ト
ン
以
下
の
も
の
及
び

同
一
の
事
業
所
で
併
せ
て
使
用
す
る
ひ
ょ
う
量
が

二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び

お
も
り
を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い

う
。
）
。
た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン
を
超
え

る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業
所
の

検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
八

日
ま
で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成

元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
十
一
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
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通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

品
川
区
及
び
大
田
区

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン

を
超
え
る
も
の
及
び
同
一
の
事
業
所
で
併
せ
て
使

用
す
る
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン
以
下
の
も
の
（
分
銅

及
び
お
も
り
を
含
む
。
）

三

検
査
期
日

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
十
五

日
ま
で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成

元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
十
二
号

次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
十
三
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

辰
巳
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１６
、
１９
、
２０
、
２１
、
２２
号
棟
）

江
東
区
辰
巳
一
丁
目
三
番

中
層
耐
火

三
六
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

一
七
〇
戸

深
沢
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

世
田
谷
区
新
町
一
丁
目
十
五
番

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

三
二
戸

深
沢
ア
パ
ー
ト

（
２
、
４
号
棟
）

同
右

同
右

五
〇
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

五
五
戸
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◉
東
京
都
告
示
第
千
三
十
四
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

桐
ケ
丘
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
３２
号
棟
）

北
区
桐
ケ
丘
一
丁
目
十
一
番

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

五
四
戸

三
一
、
三
〇
〇
円

七
二
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
八
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

三
六
戸

四
三
、
五
〇
〇
円

一
〇
一
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

九
戸

四
三
、
三
〇
〇
円

一
〇
一
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

二
七
戸

五
二
、
一
〇
〇
円

一
二
一
、
一
〇
〇
円

新
河
岸
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１３
号
棟
）

板
橋
区
新
河
岸
二
丁
目
十
八
番

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

一
四
戸

二
九
、
四
〇
〇
円

七
一
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
四
、
四
〇
〇
円

八
三
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

七
戸

四
〇
、
八
〇
〇
円

九
九
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
〇
、
七
〇
〇
円

同
右

新
河
岸
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１４
号
棟
）

板
橋
区
新
河
岸
二
丁
目
十
番

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三
六
戸

二
九
、
四
〇
〇
円

七
一
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
四
戸

三
四
、
四
〇
〇
円

八
三
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

四
〇
、
七
〇
〇
円

九
八
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
八
、
九
〇
〇
円

一
一
八
、
二
〇
〇
円

新
河
岸
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１５
号
棟
）

同
右

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
七
戸

二
九
、
四
〇
〇
円

七
一
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
四
、
四
〇
〇
円

八
三
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

七
戸

四
〇
、
七
〇
〇
円

九
八
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

中
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

一
〇
戸

二
九
、
四
〇
〇
円

七
一
、
五
〇
〇
円

新
河
岸
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１６
号
棟
）

同
右

高
層
耐
火

同
右

三
五
戸

同
右

七
一
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
一
戸

三
四
、
四
〇
〇
円

八
三
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

七
戸

四
〇
、
七
〇
〇
円

九
八
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
八
、
九
〇
〇
円

一
一
八
、
五
〇
〇
円

矢
崎
町
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
２
号
棟
）

府
中
市
矢
崎
町
一
丁
目
十
一
番
地

の
二

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
四
戸

二
八
、
六
〇
〇
円

七
四
、
五
〇
〇
円



（第17912号）東 京 都 公 報令和5年9月28日（木曜日）７
◉
東
京
都
告
示
第
千
三
十
五
号

次
の
特
定
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
十
六
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都
営

再
開
発
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
五
年
十
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
三
、
三
〇
〇
円

八
七
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

三
九
、
五
〇
〇
円

一
〇
三
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
七
、
四
〇
〇
円

一
二
三
、
七
〇
〇
円

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

深
沢
ア
パ
ー
ト

（
３
号
棟
）

世
田
谷
区
新
町
一
丁
目
十
五
番

中
層
耐
火

四
六
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

三
二
戸
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◉
東
京
都
告
示
第
千
三
十
七
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
の
で
、
第
九
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

桐
ケ
丘
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

第
１１
駐
車
場

北
区
桐
ケ
丘
一
丁
目
十

二
番
ほ
か

五
四
区
画

矢
崎
町
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

駐
車
場

府
中
市
矢
崎
町
一
丁
目

十
一
番
地
の
二

三
六
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
十
八
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及
び
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

新
河
岸
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

駐
車
場

板
橋
区
新
河
岸
二
丁
目

十
番
ほ
か

二
六
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
十
九
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
く
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五
及
び
指

定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及
び
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指
定
等

に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
二
百
二
十
二
号
）
第

六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
四
十
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指

定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
二
十
一
条
の

五
の
二
十
五
及
び
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及
び
指
定
障
害
児

入
所
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第

二
百
二
十
二
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
八
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十

二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次

の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施

設

の

名

称

所

在

地

ク
ラ
ー
チ
・
エ
レ
ガ
ン
タ
本

郷

文
京
区
向
丘
二
丁
目
二
番
六
号

さ
く
ら
ハ
イ
ツ
南
大
井

品
川
区
南
大
井
五
丁
目
十
九
番
一
号

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
九
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
最
高

裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二

十
二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施

設
と
し
て
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
き
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和5年9月28日（木曜日）東 京 都 公 報（第17912号） １２

施

設

の

名

称

所

在

地

医
療
法
人
社
団

米
山
産
婦

人
科
病
院

八
王
子
市
新
町
二
番
十
二
号

公

告

都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
関
係
区
市
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
送
付
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
の
決
定
の
告
示

東
京
都
市
計
画
特

定
防
災
街
区
整
備

地
区

令
和
五
年
八
月
四
日
中
野
区
告
示
第
九
十
七
号

東
京
都
市
計
画
防

災
街
区
整
備
事
業

令
和
五
年
八
月
四
日
中
野
区
告
示
第
九
十
八
号

弥
生
町
二
丁
目

十
九
番
地
区
防

災
街
区
整
備
事

業
東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
五
年
六
月
十
九
日
練
馬
区
告
示
第
三
百
七

号

補
助
二
百
三
十

号
線
大
泉
町
二

丁
目
地
区
地
区

計
画

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
五
年
六
月
十
九
日
練
馬
区
告
示
第
三
百
九

号

富
士
見
台
三
・

四
丁
目
環
八
南

地
区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
五
年
七
月
十
二
日
葛
飾
区
告
示
第
二
百
九

十
三
号

立
石
駅
南
口
西

地
区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
第

一
種
市
街
地
再
開

発
事
業

令
和
五
年
七
月
十
二
日
葛
飾
区
告
示
第
二
百
九

十
五
号

立
石
駅
南
口
西

地
区
第
一
種
市

街
地
再
開
発
事

業
青
梅
都
市
計
画
土

地
区
画
整
理
事
業

令
和
五
年
八
月
十
日
青
梅
市
告
示
第
百
三
十
二

号

今
井
土
地
区
画

整
理
事
業

青
梅
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
五
年
八
月
十
日
青
梅
市
告
示
第
百
三
十
三

号

青
梅
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
北
側

地
区
地
区
計
画

調
布
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
五
年
五
月
二
十
四
日
調
布
市
告
示
第
二
百

四
号

京
王
多
摩
川
駅

周
辺
地
区
地
区

計
画

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市

計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北

側
）

都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関
係

区
市
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
の
変
更
の
告
示

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
五
年
八
月
二
十
五
日
中
央
区
告
示
第
二
百

三
十
号

築
地
地
区
地
区

計
画

東
京
都
市
計
画
高

度
利
用
地
区

令
和
五
年
八
月
二
十
五
日
中
央
区
告
示
第
二
百

三
十
一
号

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
五
年
八
月
二
十
一
日
新
宿
区
告
示
第
五
百

四
十
一
号

神
楽
坂
三
・
四

・
五
丁
目
地
区

地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
五
年
六
月
十
九
日
渋
谷
区
告
示
第
百
六
十

一
号

笹
塚
駅
南
口
地

区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
高

度
利
用
地
区

令
和
五
年
六
月
十
九
日
渋
谷
区
告
示
第
百
六
十

二
号

東
京
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
五
年
六
月
十
九
日
渋
谷
区
告
示
第
百
六
十

三
号

東
京
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
五
年
六
月
十
九
日
渋
谷
区
告
示
第
百
六
十

四
号

東
京
都
市
計
画
特

別
用
途
地
区

令
和
五
年
六
月
十
九
日
渋
谷
区
告
示
第
百
六
十

五
号

特
別
工
業
地
区

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
五
年
七
月
七
日
渋
谷
区
告
示
第
百
六
十
九

号
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渋
谷
三
丁
目
地

区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
地

域
冷
暖
房
施
設

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日
豊
島
区
告
示
第
二
百

四
十
号

東
池
袋
地
区
地

域
冷
暖
房
施
設

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
五
年
六
月
十
九
日
練
馬
区
告
示
第
三
百
八

号

大
泉
町
二
丁
目

地
区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
五
年
六
月
十
九
日
練
馬
区
告
示
第
三
百
十

号

東
京
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
五
年
六
月
十
九
日
練
馬
区
告
示
第
三
百
十

一
号

東
京
都
市
計
画
緑

地

令
和
五
年
八
月
八
日
練
馬
区
告
示
第
三
百
九
十

七
号

第
百
二
号
松
山

の
森
緑
地

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
五
年
八
月
八
日
練
馬
区
告
示
第
三
百
九
十

八
号

春
日
町
六
丁
目

地
区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
五
年
六
月
十
九
日
足
立
区
告
示
第
二
百
七

十
三
号

東
京
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
五
年
六
月
十
九
日
足
立
区
告
示
第
二
百
七

十
四
号

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
五
年
六
月
十
九
日
足
立
区
告
示
第
二
百
七

十
五
号

西
新
井
駅
西
口

周
辺
地
区
地
区

計
画

東
京
都
市
計
画
高

令
和
五
年
七
月
十
二
日
葛
飾
区
告
示
第
二
百
九

度
利
用
地
区

十
四
号

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
五
年
八
月
九
日
江
戸
川
区
告
示
第
六
百
五

十
号

江
戸
川
第
二
・

二
・
八
十
一
号

北
小
岩
八
丁
目

公
園

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
五
年
八
月
九
日
江
戸
川
区
告
示
第
六
百
五

十
号

江
戸
川
第
二
・

二
・
八
十
二
号

平
井
五
丁
目
公

園
東
京
都
市
計
画
駐

車
場

令
和
五
年
八
月
九
日
江
戸
川
区
告
示
第
六
百
五

十
一
号

江
戸
川
第
十
一

号
小
岩
駅
北
自

転
車
駐
車
場

青
梅
都
市
計
画
用

途
地
域

令
和
五
年
八
月
十
日
青
梅
市
告
示
第
百
二
十
八

号

青
梅
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
五
年
八
月
十
日
青
梅
市
告
示
第
百
二
十
九

号

青
梅
都
市
計
画
道

路

令
和
五
年
八
月
十
日
青
梅
市
告
示
第
百
三
十
号

三
・
五
・
十
二

号
青
梅
中
央
道

線
青
梅
都
市
計
画
道

路

令
和
五
年
八
月
十
日
青
梅
市
告
示
第
百
三
十
号

三
・
四
・
十
三

号
青
梅
東
端
線

青
梅
都
市
計
画
下

水
道

令
和
五
年
八
月
十
日
青
梅
市
告
示
第
百
三
十
一

号

青
梅
市
公
共
下

水
道

府
中
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日
府
中
市
告
示
第
八
十

七
号

府
中
都
市
計
画
ご

み
処
理
場

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日
府
中
市
告
示
第
八
十

八
号

第
一
号
府
中
市

粗
大
・
不
燃
ご

み
処
理
場

府
中
都
市
計
画
特

別
用
途
地
区

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日
府
中
市
告
示
第
八
十

九
号

都
市
型
産
業
専

用
地
区

府
中
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日
府
中
市
告
示
第
九
十

号

調
布
都
市
計
画
用

途
地
域

令
和
五
年
五
月
二
十
四
日
調
布
市
告
示
第
二
百

五
号

調
布
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
五
年
五
月
二
十
四
日
調
布
市
告
示
第
二
百

六
号

調
布
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
五
年
五
月
二
十
四
日
調
布
市
告
示
第
二
百

七
号

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市

計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北

側
）
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